
 

 

令和５年度滋賀県地域医療介護総合確保基金事業の概要 

 
 
１ 基金の目的 

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年およびその先を見据え、「誰もが状態に応

じて適切な場所で必要なサービスを受けられる『滋賀の医療福祉』の実現」を基本

目標として、地域医療構想に記載の次の事項を重点取組事項として、本基金を有効

に活用しながら、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシ

ステムの構築」を進めていく。 
（１）病床機能分化・連携の推進 

   県民の命を守る高度・専門医療の維持・発展を進めるとともに、高齢化に対応

した病床機能の充実強化を図る。（事業区分Ⅰ―１、Ⅰ―２） 
（２）地域包括ケアシステムの充実 

   在宅医療・介護サービス提供基盤の充実強化を図るとともに、在宅医療・介護

連携を推進する。（事業区分Ⅱ・Ⅲ） 
（３）医療・介護従事者の確保・養成 

   病床機能分化・連携推進のための医療従事者の確保・養成を図るとともに、地

域包括ケアシステム充実のための医療・介護従事者の確保・養成を図る。（事業

区分Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ⅰ ‐１地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関
する事業＜医療分＞

Ⅰ‐２ 地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関す
る事業＜医療分＞

（２）地域包括ケアシステムの
充実

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業＜医療分＞　

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業
　　（地域密着型サービス等）＜介護分＞

（３）医療・介護従事者の確保・
養成

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業＜医療分＞　

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業＜介護分＞　

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

基金の目的 基金の事業区分

（１）病床機能分化・連携の推
進
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２ 令和５年度予算 

○医療分  基金活用額 ９５２，５９９千円 
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○介護分  基金活用額  １，８１１，９２１千円 
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